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○長浜市保育士等奨学金返還支援金交付要綱

平成29年５月15日告示第237号

改正

令和４年１月１日告示第１号

令和６年３月29日告示第171号

長浜市保育士等奨学金返還支援金交付要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、保育士等の人材を確保し就学前教育及び保育の推進を図るため、奨学金の貸与を受け修学した者が卒業後に市内の保育

施設等に就労した場合に、その者が当該奨学金の返還に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で支援金を交付することについて、長浜市補

助金等交付規則（平成18年長浜市規則第36号。以下「規則」という。）及び長浜市市税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則

（平成26年長浜市規則第17号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１)　奨学金　独立行政法人日本学生支援機構、一般財団法人あしなが育英会、公益財団法人交通遺児育英会その他市長が認める法人が貸

与する奨学金

(２)　保育施設等　子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条第４項に規定する教育・保育施設とする。ただし、保育所にあっては児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第35条第４項の県知事の認可を得たもの、認定こども園にあっては就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第17条第１項の県知事の認可を得たものに限るものとする。

(３)　保育士等　保育士、保育教諭又は幼稚園教諭で常勤（週30時間以上勤務）の者

(４)　支援基準額　奨学金借入月数に２万円を乗じて得た額。ただし、奨学金借入月数は48か月を最大とする。

（支援金の受給要件）

第３条　支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(１)　学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学、同法第125条に規定する専修学校専門課

程等（以下「大学等」という。）を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けた者

(２)　平成30年度以後に前号の奨学金の返還を行う者

(３)　支援金の内示を受けた年度の３月31日時点において、市内の保育施設等に１年間継続して勤務している者

(４)　平成29年度以前に市内の保育施設等への勤務実績がない者で、令和７年４月１日までに市内の保育施設等に勤務することとなったもの

(５)　支援金の交付申請時において、納期限が到来している市税、国民健康保険料（税）、保育所保育料及び幼稚園保育料に未納がない者

（交付対象経費等）

第４条　支援金の交付対象となる経費は、支援金の内示を受けた年度において実際に返還した奨学金の額に相当する額とする。

２　支援金の交付申請は１年度に１回、通算３回まで行うことができ、それぞれの上限額は次のとおりとする。

(１)　１回目　支援基準額と奨学金の返還残額を比し低い額の６分の１に相当する額

(２)　２回目　支援基準額からこの要綱に基づく支援金の既交付額を減じた額と奨学金の返還残額を比し低い額の５分の１に相当する額

(３)　３回目　支援基準額からこの要綱に基づく支援金の既交付額を減じた額と返還残額を比し低い額に相当する額

３　前項に規定する奨学金の返還残額は、支援金の内示を受けた年度の４月１日時点の金額とする。

（内示）

第５条　支援金の交付を受けようとする者は、長浜市保育士等奨学金返還支援金交付申出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、支援金の

交付を受けようとする年度の４月30日までに市長に提出するものとする。

(１)　第２条第１号に規定する法人が発行する奨学金の貸与額及び返還残額を証するもの

(２)　申請年度の返還すべき奨学金の額を証するもの

(３)　勤務先及び就職年月日が記載された職務経歴書

(４)　保育士等に係る資格等を有することを証する書類

２　市長は、前項に規定する交付申出書の提出があったときはその内容を審査し、第３条に規定する支援金の受給要件を備えていると認められる

ときは申出人に対して支援金の交付について内示を行い、長浜市保育士等奨学金返還支援金交付内示通知書（様式第２号）により通知するも

のとする。

３　前項の内示を受けた者が内示の額を超えて奨学金の返還をする場合は、あらかじめ変更交付の申出を市長に行うものとする。

４　第１項及び第２項の規定（提出の期限に関するものを除く。）は、前項の場合について準用するものとする。

（交付申請等）

第６条　前条に規定する内示を受けた者は、支援金の内示を受けた年度の３月31日までに長浜市保育士等奨学金返還支援金交付申請書兼実績

報告書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(１)　奨学金の返還の事実を証するもの

(２)　第３条第３号の要件を満たすことを証する書類

２　市長は、前項に規定する交付申請書兼実績報告書の提出を受けたときはその内容を審査し、適当と認めたときは支援金の額を決定し、長浜市

保育士等奨学金返還支援金交付決定書兼確定通知書（様式第４号）により内示を受けた者に通知するものとする。

３　規則第14条に規定する実績報告は、第１項に規定する交付申請書兼実績報告書の提出をもってなされたものとみなす。



４　規則第15条に規定する額の確定は、第２項に規定する交付決定書兼確定通知書の送付をもってなされたものとみなす。

（交付請求）

第７条　前条第２項の規定による通知を受けた者は、長浜市保育士等奨学金返還支援金交付請求書（様式第５号）により速やかに支援金を請求

するものとする。

（その他）

第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この要綱は、平成29年５月15日から施行する。

（告示の失効）

２　この要綱は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。

附　則（令和４年１月１日告示第１号）

この要綱は、令和４年１月１日から施行する。

附　則（令和６年３月29日告示第171号）

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



様式第１号（第５条関係）





様式第２号（第５条関係）



様式第３号（第６条関係）





様式第４号（第６条関係）



様式第５号（第７条関係）


